
清掃研修「新任技能」 

【 日 時 】 
令和３年５月７日（金）、１２日（水） 

１日目 8:20～16:20、２日目 9:00～13:30 

【 会 場 】 特別区職員研修所 

【 受 講 者 数 】 47 名 

【 講 師 】 

・ 台東区環境清掃部 職員 

・ 大田区環境清掃部 職員 

・ 目黒区総務部 職員 

・ 墨田区都市整備部 職員 

・ 東京二十三区清掃一部事務組合足立清掃工場 職員 

・ 東京二十三区清掃一部事務組合中防処理施設管理事務所 職員 

【 研 修 内 容 】 

＜目的＞ 

 清掃事業に従事する職員として、特別区における清掃事業の歴史・現状・課

題やごみ・資源の収集・運搬から中間処理、最終処分までの流れを学ぶ。ま

た、公務員倫理や人権・同和問題に係る知識を習得し、特別区職員としての意

識確立を図る。 

＜内容＞ 

 ① 清掃事業の歴史 

  ・ ごみとは何か 

  ・ 循環型社会への転換 

    ・ 清掃事業の区移管 

 ② 特別区の清掃事業の流れ 

  ・ 廃棄物処理の流れ 

  ・ ごみ量、資源回収量の推移 

  ・ 廃棄物の処理手数料と現状と課題 

  ・ 中間処理施設の概要 

 ③ 非行防止 

  ・ 職員の義務と責任 

  ・ 職員の権利・利益の保護 

  ・ 公務員倫理 

④ 同和問題 

  ・ 同和問題とは 

  ・ 視聴覚教材を題材にした班討議 

 ⑤ 先輩職員が採用時を語る 

 ⑥ 施設見学 

  ・ 収集・運搬の概要 

  ・ 中間処理の概要 

  ・ 中央防波堤処理施設の概要・見学 



【受講生の声】 

・過去の清掃事業の変遷があり、現在の清掃事業があるということを改めて

学びました。 

・公務員として法令遵守意識を持って職務に臨む重要性、心構えを改めて確

認することができました。 

・人権というものを意識し、人と接する際の言動や態度に気を付けたいと思

いました。差別等に対する考えがより一層増し、グループ内で話すことに

より、自分以外の職員の方の意見も聞き参考になりました。 

・経験からの先輩方のお話はとても説得力があり、とても有意義な時間でし

た。自分が担当する現場もより細かく記憶していきたいです。 

・処分場の寿命を少しでも延ばすことができるよう、分別などを気にかけな

がら仕事にあたろうと思いました。 

 


